
税源移譲及び地方の法人課税のあり方 (偏在是正)の論点について

1 国の動向

【経済財政諮問会議 財政改革の基本方針2007(19年6月19日)】

･財源 における地方の自主性を高めるため､国 ,地方の財政状況を踏まえつつ､国庫補

助金､地方交付税､税源移譲を含めた税源配分の見直 しの一体改革に向け地方債を含

め検討す るO

･法人二税を中心に税源が偏在するな ど地方公共団体間で財政力に格差があることを踏

まえ､地方税の在 り方や国と地方の間の税 目 ･税源配分 (地方交付税を含む)の見直

しな ど､地方間の税源の偏在を是正する方策について検討 し､その格差の縮小を目指

す｡

【地方分権改革推進委員会 ｢地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方｣(5月30日)】

･国と地方の役割分担の徹底 した見直 しを行い､地方の担 う事務 と責任に見合った地方

税財源の充実確保等の観点か ら､税源配分の見直 しをはじめとする地方税財政全体の

抜本的改革を進めなければな らない｡それにより､分権型社会にふ さわ しい地方の税

財政基盤を確立する｡その際､地域間の財政力格差の縮小をはか り､どの地域に暮 ら

していても勇気 と希望がもた らされ る豊かな自治が実現 される仕組みにするととも

に､東京等に税源が偏在 している状況 も念頭に置 く必要がある｡

･国と地方の役割分担等を徹底 して見直 し､分権型社会にふ さわしい国か ら地方-の思

い切った税源移譲を推進｡その際､地方税財汝の充実確保､地域間の税収偏在の是正

などの観点か ら､税源移譲､国庫補助負担金､地方交付税等の税財政上の措置のあり

方について一体的に検討 し､地方債を含め分権にかなった地方税財政制度を整備

【財務省 (新聞報道等)】

･政府 ･与党は 10日､地方法人二税 (事業税 ･住民税)の配分方法を見直す方針を固

めた｡事業所数や従業者数に応 じた現行基準を見直 して､自治体の人口を加味するな

ど進出企業が少ない地方-の配分を増やす方向で検討する｡

･法人二税を地方の共同税 とした り､国税 として徴収 し地方譲与税の形で再配分 した り

する案 も浮上 している｡ (以上､10月11日日本経済新聞)

･移転案は財務省が総務省に提案 したもので､現行の法人二税の分割基準を見直し､新

たに都道府県ごとの人 口や従業者 ･事業所数などの指標を加えることで実現する｡

･07年度の東京都の標準税収は､標準的な行政サー ビスに必要な基準財政需要を約 3兆

円上回ってお り､ 1兆円規模の移転は可能 と財務省はみている｡愛知県や大阪府など

も含 めると大都市圏か ら地方- 1兆数千億 円が移 るとの試算がある｡ (以上､10月 14

日朝 日新聞)
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【｢地方と都市の共生｣プログラム (増田総務大臣11月 8日)】

○地方税改革の方向

･国と地方の役割分担 (歳出比国4 :地方 6)を踏まえ､税源配分の見直 しを行い､当

面､国と地方の税収比 1:1を目指 して地方税を充実.

･その際､地方消費税の充実などにより､税収が安定的で偏在度の小 さい地方税体系を

構築｡

○偏在是正の方法-税源交換を基本に検討

･偏在度の小 さい地方消費税 と偏在度の大きい地方法人二税を交換｡(当面､消費税の

地方交付税分を地方消費税-､地方法人二税を国の法人税の地方交付税分に､それぞ

れ一部移管することを中心に検討)

･国の消費税 1%分 (2. 6兆円)を地方法人二税 と交換 した場合

東京都△約 3, 000億円 愛知県△約 800億円 等

･偏在是正により生 じる財源 (交付団体が税収増に減少する地方交付税)を活用 し､地

方交付税の特別枠を確保｡

2 地方団体の動向

【全国知事会議 (7月13日)】

○税源移譲

･当面､国税 と地方税の税源配分 5 :5を目指すべき

この場合において､税収動向を踏まえると､ 6兆円程度の税源移譲が必要 となるD

･税源の移譲に当たっては､対象税 目を偏在度の少ない税 目､具体的には地方消費税､

住民税 とする｡

(･国庫補助負担金等の削減の見合いで税源移譲を行 うとい う三位一体改革で行われた手

法には､多くの知事から､疑問が出されたO)

○税源移譲に当たっての地域間の調整

･6兆円程度の税源移譲が､地域間格差をより一層拡大 させ､かえって地方 自治を衰退

させる懸念 もあることから､税源移譲 と税源の偏在調整は不可分のものとして行 う必

要がある｡

･ただ し､この場合において､税財源の調整が優先され､地方分権の推進が地方間の水

平調整に置き換えられることにより､都市圏と地方圏の間の争いに壊小化 されないよ

う強く求めるものである｡

･地方税の税 目については､可能な限 り税源偏在の小さい仕組みとなるよう検討を行 う

とともに､国と地方の税源構成及び地方交付税原資の税 目について見直 しを行 う｡

･移譲財源の調整の問題については､各自治体の共通財源 と位置づけ､調整する仕組み

の構築について検討を行 う｡

○地方交付税の総額確保と ｢地方共有税｣の導入

･財源調整 ･財源保障機能の堅持､税源移譲を踏まえた地方交付税の法定率の見直 し等､

総額の確保
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･国の特別会計に直接繰 り入れ等を行 う ｢地方共有税｣の導入

【関東地方知事会議 ｢地方財政に関する緊急提案｣ (11月 7日)】

･地方の財政的な自立のために必要な財源の確保策 としては､自治体間の対立をもたら

すような法人二税の再配分 といった手法をとるのではなく､地方税財源総額を拡充さ

せることにより､疲弊 している地方を活性化するべきである｡

･国においては､地方交付税総額の復元 ･拡充を図るとともに､地方税源の充実に向け､

消費税に係る国と地方の配分割合の変更や税率引き上げを含めた抜本的な検討に直ち

にはいるよう強く要望する｡ (地方から消費税の増税を初めて言及)

【全国知事会議 (11月13日)】

○地方交付税総額の復元 ･充実等

･減 らしすぎた地方交付税の復元など実質的な行政経費の充実

･地方財政計画-の地方の財政需要の適切な算入

･地方財政計画における投資的経費 (地方単独事業)の削減阻止

･地方交付税法定率の適正な見直し

･政策的な経費に対する別枠での新規の財源措置

○地方消費税を中心とした偏在性の少ない地方税体系体系の構築

○法人二税の配分見直 し論 と格差是正の問題

･法人二税の一部を一旦国が徴収 し譲与税的に配分する見直 しは､法人 といえども地域

社会の一員であること等を考えれば､地方分権に逆行するものであり､認められない

こと｡

･税源偏在是正を国が今後､税収中立で行 う場合には､地方税制小委員会の緊急提言に

基づき､地方交付税原資 としての税 目の見直しと合わせて行い､偏在性が大きく税収

の変動が大きい法人二税の一部 と消費税の一部交換により消費税を拡充することを基

本 として検討すべきであること｡

･いかなる格差是正策も､地方交付税の復元を合わせて行わない限 り､地域間格差の是

正にはつながらないものであること

【東京､神奈川､大阪､愛知 4都府県の緊急アピール (11月13日)】

O｢地方交付税の復元 ･充実｣でまとまること

O｢地方法人二税の実質国税化の断固反対｣でまとまること

O ｢税源移譲の推進｣でまとまること (地方法人二税 と消費税の交換及び地方交付税の特

別枠については､その効果を検証する必要があ り､現時点で判断すべきでないこと)
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2 税源移譲及び偏在是正のあり方について

【論点】

(1) 国税 と地方税の税源配分を5:5とする税源移譲をどのように実現するのか○

(2) 税源移譲に当たつての地域間の調整をどのように行 うのか

o(3) 偏在是正のため､税源移譲 と切 り離 して行ぶ うとする税源交換をどのように

評価すべきな

のかo(4) 地方交付税の財源調整 .財源保障機能をどう確保

するのか○(1) 国税と地方税の税源配分 を5:5とする税源移譲をどのように実

現するのか｡① 6兆円規模の税

源移譲が必要税源移譲のシミュレーショ

ンのイメージ地方消費税を 1%-2.5% (約 3

兆 8千億円)住民税 を 10%- 12% (約 2兆 3千億円) この

組合せが基本(参 税源移譲の財源をど

うす るのか｡○国庫補助金負

担金の見直 し次のような見直 しを全国知事会で検討 しているが､国庫補助負担金の

削減見合い分の税源移譲 (税収中立)には限界がある

｡ (※ 1)･全国知事会が提言 した 3.2兆円の国庫補助負担金の一般財源化

の うち､税源移譲に結びつかなかった約

2. 5兆円･全国知事会のプロジェク トチームにお

ける積み上げ･地方支分部局

の整理 ･移管※ 1 国庫補助負担金の削減見合い分の税源移譲を した場合､不交付

団体での財源増加分 (税源移譲による増加税収 と国庫補助金削減額の差)相当

額の地方交付税の増が必要 となるD (富山県試算で5.9兆円の税源移譲で約8,50

0億円)○地方交

付税の復元等三位一体改革で､地方交付税が 5. 1兆円 (※ 2)削減 されてお り､

この復元､充実すべき

ではないか｡※ 2 三位一体改革による3兆円の税源移譲の際､地方交付税の法定

率が引き上げられずに生 じた地方交付税原資9,600億円が含まれ

ている｡○税源移譲 と併せて行 う税源

偏在是正○消費税の増



(2) 税源移譲に当たっての地域間の調整をどのように行 うのか｡

① 税源交換による交付税原資の入替え (別紙 1-別紙 5参照)

地方法人課税 と地方消費税 (又は住民税) との税源交換

神野 ｢分権改革のネクス ト･ステージ｣地方税2006.2

金揮 ｢三位一体の改革から分権改革のサー ド･ステージ｣地方財政2006.2

② 税源交換の規模､法人二税の うちどの部分を行 うべきか｡

･消費税 1%相当分は約 2.5兆円であり､地方の法人二税の (約 7. 5兆円 :都

道府県分約 5. 5兆円､市町村分約 2兆円)の3分の 1相当額 となる｡

･応益課税 として定着 している法人事業税は､交換の対象としてよいのかO

･法人事業税について､都道府県税において都市的財政需要を賄 う税制 としての位

置づけはできないのかO (市町村税においては､事業所税､都市計画税があるO)

･税率設定が地方に委ねられている法人二税を縮小 し､税率変更ができない地方消

費税を拡大することにより､地方団体の課税 自主権が縮小する恐れはないか｡

③ 法人事業税の外形標準課税の割合を高める｡ (別紙 6参照)

④ 分割基準の見直 し

⑤ その他

(3) 偏在是正のため､税源移譲と切 り離 して行おうとする税源交換をどのように評価す

べきなのか｡

(別紙 7､別紙 8参照)

(4) 地方交付税の財源調整 ･財源保障機能をどう確保するのか｡

･地方交付税の復元､充実

･地方共有税の導入

･現行法定率の堅持､拡大

等々
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